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　平成１７年第２回定例会は、６月１６日に招集され、会期を２日間と決め、承認２件、発議１件、議案５件、
意見案４件を審議し、全て原案のとおり可決し会期を１日残して閉会しました。
　なお、審議された議案の主な内容は、次のとおりです。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

五
月
三
十
一
日
付
け
で
専
決
処
分

し
た
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
平
成
十
六
年
度
の
国

保
会
計
が
年
度
末
で
歳
入
不
足
と

な
る
こ
と
か
ら
、
前
年
度
繰
上
げ

充
用
と
し
て
二
一
、
〇
九
六
千
円

を
追
加
し
た
も
の
で
す
。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

六
月
九
日
付
け
で
専
決
処
分
し
た

も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
町
行
政
発
展
に
寄
与

貢
献
さ
れ
、
平
成
元
年
に
鹿
部
町

名
誉
町
民
と
な
ら
れ
ま
し
た
、
元

鹿
部
町
長
、
川
村
秀
次
氏
の
逝
去

に
伴
い
、
そ
の
功
績
に
対
し
弔
慰

金
を
贈
る
予
算
で
、
二
、
〇
〇
〇

千
円
を
追
加
措
置
し
た
も
の
で
す
。
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本
条
例
の
一
部
改
正
は
、
当
町

の
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
に
当

た
っ
て
、
議
員
自
ら
の
問
題
と
し

て
と
ら
え
、
昨
年
よ
り
議
員
定
数

と
並
行
し
協
議
を
重
ね
て
き
た
も

の
で
、
こ
の
六
月
議
会
で
議
員
報

酬
を
約
十
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
下
げ

を
提
案
し
全
会
一
致
で
可
決
し
た

も
の
で
す
。

　

こ
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
平
成

十
七
年
度
予
算
で
二
、
四
一
八
千

円
の
削
減
、
平
成
十
六
年
度
当
初

予
算
と
平
成
十
七
年
度
当
初
予
算

比
較
で
一
七
、
三
六
七
千
円
の
削

減
と
な
り
ま
す
。
こ
の
条
例
の
施

行
は
本
年
七
月
一
日
と
し
た
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
七
、

八
〇
〇
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
、
二
、
六
七
〇
、
四
九
二
千

円
と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
老
人
い
こ
い
の
家
建

替
え
設
計
業
務
委
託
料
一
〇
、
四

五
〇
千
円
の
追
加
が
主
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
、
三

六
三
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額

を
六
三
五
、
〇
四
六
千
円
と
し
ま

し
た
。

　

内
容
は
、
平
成
十
一
年
四
月
か

ら
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
た
方

が
、
国
民
健
康
保
険
の
異
動
届
を

本
年
六
月
に
行
っ
た
た
め
、
遡
及

し
て
保
険
税
を
還
付
す
る
も
の
で

す
。
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補
正
予
算
額
は
、
二
、
〇
四
〇

千
円
の
追
加
で
あ
り
ま
す
。

　

内
容
は
、
人
事
異
動
に
伴
う
人

件
費
の
精
査
に
よ
る
も
の
で
す
。
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内
容
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体

の
長
が
、
条
例
に
よ
り
人
事
行
政

の
運
営
等
の
状
況
に
つ
い
て
任
命

権
者
か
ら
報
告
を
受
け
、
そ
れ
を

取
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な

っ
た
た
め
に
、
当
該
条
例
を
制
定

し
た
も
の
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七

年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
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取
得
の
目
的
は
、
役
場
の
各
種

行
政
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス

テ
ム
の
更
新
と
、
シ
ス
テ
ム
の
根

幹
を
な
し
て
い
る
住
民
基
本
台
帳

シ
ス
テ
ム
を
中
心
に
印
鑑
登
録
シ

ス
テ
ム
や
各
種
福
祉
医
療
シ
ス
テ

ム
、
税
務
シ
ス
テ
ム
や
水
道
シ
ス

テ
ム
、
給
与
シ
ス
テ
ム
や
財
務
会

計
シ
ス
テ
ム
な
ど
役
場
庁
舎
内
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
ほ
と

ん
ど
の
一
元
化
を
図
る
も
の
で
す
。

�
�
�
�
�

�
��
�
�

�
�
�
�
�
�

　

四
件
の
意
見
書
を
可
決
し
、
関

係
省
庁
等
へ
提
出
し
ま
し
た
。
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第
三
回
臨
時
会
は
、
四
月
二
十

二
日
に
開
催
さ
れ
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
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主
な
内
容
は
、
冬
の
降
雪
が
例

年
の
積
雪
量
を
大
幅
に
上
回
り
今

年
３
月
の
中
旬
に
な
っ
て
も
除
雪

を
要
す
る
降
雪
が
あ
り
、
こ
れ
に

係
る
除
雪
委
託
料
の
追
加
措
置
を

行
っ
た
も
の
で
す
。
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
プ
ー
ル
屋
外

ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
ガ
ラ
ス
補
修
工
事

請
負
費
と
し
て
一
、
二
九
二
千
円

を
追
加
し
た
も
の
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

行
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、

役
場
の
組
織
機
構
に
つ
い
て
、
見

直
し
を
図
る
も
の
で
す
。

詳
し
く
は
広
報
し
か
べ
六
月
号
で

お
知
ら
せ
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
五

月
二
十
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま

す
。
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地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

当
町
の
税
条
例
等
の
一
部
改
正
と

規
定
の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四

月
一
日
と
平
成
十
八
年
一
月
一
日

か
ら
適
用
と
な
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
役
場
税
務
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。
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こ
の
条
例
は
、
平
成
七
年
三
月

三
十
一
日
に
制
定
さ
れ
、
半
島
地

域
の
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
不

均
一
課
税
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
本
年
の
三
月
三
十
一
日

を
も
っ
て
十
年
間
の
時
限
が
到
来

し
失
効
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二

十
五
日
の
国
会
に
お
い
て
半
島
振

興
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
新
た
に

課
税
の
対
象
と
な
る
固
定
資
産
に

「
旅
館
業
」
が
追
加
さ
れ
、
更
に

十
年
間
延
長
の
時
限
立
法
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
新
条
例
を
制
定
し

た
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
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月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
、

失
効
と
な
り
ま
す
。
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鹿
部
町
課
設
置
条
例
の
全
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
伴
い
、

町
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改

正
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
五

月
二
十
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま

す
。
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第
四
回
臨
時
会
は
、
五
月
十
八

日
に
開
催
さ
れ
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
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小
玉
教
育
長
が
平
成
十
七
年
五

月
三
十
一
日
を
も
っ
て
勇
退
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
後
任
と

し
て
小
澤
節
男
氏
（
建
設
水
道
課

長
）
の
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

に
同
意
し
た
も
の
で
す
。
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行
政
組
織
体
制
の
見
直
し
を
行

い
、
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
た

め
、
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
収

入
役
制
を
廃
止
し
、
地
方
自
治
法

で
定
め
る
収
入
役
の
権
限
に
属
す

る
事
務
を
助
役
に
兼
掌
さ
せ
る
条

例
の
制
定
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
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鹿
部
町
収
入
役
事
務
兼
掌
条
例

の
制
定
に
伴
い
、
収
入
役
の
事
務

を
兼
掌
す
る
助
役
の
補
助
組
織
に

関
す
る
規
則
第
一
条
に
お
い
て
出

納
室
を
置
く
こ
と
か
ら
、
鹿
部
町

議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正

し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
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①
鹿
部
・
本
別
・
出
来
澗
漁
港
の

利
用
状
況
に
つ
い
て

②
浄
水
場
施
設
の
視
察

③
町
有
林
の
復
旧
状
況
に
つ
い
て
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平
成
十
七
年
五
月
十
日
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現
地
視
察
後
、
提
出
の
あ
っ
た

資
料
に
基
づ
き
、
担
当
課
か
ら
説

明
を
受
け
質
疑
を
行
っ
た
。
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現
地
視
察
を
実
施
し
た
結
果
、

各
漁
港
は
有
効
に
利
用
さ
れ
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

視
察
時
は
満
潮
の
た
め
確
認
で
き

な
か
っ
た
が
、
鹿
部
・
本
別
漁
港

の
海
底
に
堆
積
物
が
溜
ま
り
、
船

底
が
擦
れ
る
状
態
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
漁
業
者
か
ら
は
浚
渫
を
希
望

す
る
声
が
多
い
と
い
う
。

　

鹿
部
漁
港
に
つ
い
て
は
、
衛
生

管
理
型
漁
港
を
整
備
す
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
本
別
漁
港
に
つ

い
て
は
、
海
底
浚
渫
に
対
す
る
補

助
メ
ニ
ュ
ー
が
な
い
た
め
に
、
町

単
独
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
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莫
大
な
資
金
が
必
要
と
な
る
こ
と

か
ら
、
早
期
解
決
に
向
け
関
係
機

関
へ
の
強
力
な
要
請
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
堆
積
物
等
を
一
時
保

管
す
る
場
所
の
確
保
な
ど
も
課
題

と
な
る
こ
と
か
ら
対
策
に
つ
い
て

検
討
を
図
ら
れ
た
い
。
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今
回
、
視
察
し
た
施
設
は
、
湯

ノ
沢
圧
送
ポ
ン
プ
室
、
鹿
部
川
取

水
場
、
沈
砂
地
、
着
水
井
、
浄
水

場
（
緩
速
ろ
過
地
）、
湯
ノ
沢
ポ
ン

プ
室
、
本
別
圧
送
ポ
ン
プ
室
の
七

施
設
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
施
設

も
適
切
に
管
理
運
営
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

　

事
業
の
性
格
上
、
衛
生
面
に
は

細
心
の
注
意
を
払
い
、
事
業
運
営

す
る
必
要
が
あ
る
。
又
、
施
設
内

に
入
室
す
る
際
に
は
、
履
き
物
を

消
毒
す
る
な
ど
の
衛
生
管
理
を
徹

底
さ
れ
た
い
。

�
�
�
�
�
�
�
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�
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平
成
十
六
年
九
月
八
日
の
台
風

十
八
号
に
よ
る
町
有
林
の
風
倒
木

被
害
を
受
け
た
面
積
は
、
五
四
。

四
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
内
訳
は
宮

浜
学
校
林
四
三
。
八
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
自
然
と
健
康
の
森
付
近
〇
。

六
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
ム
サ
ワ
・
城

部
沢
二
。
六
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
分

収
林
七
。
三
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
激
甚
災
害
の
指

定
を
受
け
、
平
成
二
十
年
ま
で
に

復
旧
す
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
の

進
捗
状
況
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

る
。

　

当
町
に
お
け
る
風
倒
木
処
理
に

対
す
る
対
応
は
迅
速
だ
っ
た
も
の

の
、
道
南
地
方
で
二
十
年
ぶ
り
と

言
わ
れ
る
大
雪
に
よ
り
事
業
着
手

が
大
幅
に
遅
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

新
聞
に
は
七
飯
町
、
森
町
、
鹿
部

町
の
復
旧
が
遅
い
と
の
記
事
も
掲

載
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
早
期
復
旧

が
望
ま
れ
る
。

�
�
�
�
�

　

教
育
関
連
施
設
（
幼
稚
園
、
小

学
校
、
中
学
校
、
山
村
広
場
、
プ

ー
ル
、
総
合
体
育
館
、
給
食
セ
ン

タ
ー
）
の
視
察
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成
十
七
年
五
月
十
一
日

�
�
�
�
�

　

現
地
視
察
後
、
質
疑
を
行
っ
た
。

��������	
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幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
三
月
定

例
会
に
お
い
て
、
質
問
の
あ
っ
た

通
園
路
の
補
修
整
備
で
あ
る
が
、

既
に
発
注
済
み
で
あ
る
と
の
こ
と

で
あ
り
、
安
全
な
通
園
に
万
全
の

対
策
を
望
む
。
ま
た
、
玄
関
入
口

に
小
屋
根
的
な
も
の
を
取
り
付
け
、

雨
の
進
入
を
防
ぐ
よ
う
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

　

小
学
校
に
つ
い
て
は
、
特
に
施

設
等
に
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
が
、

高
学
年
の
靴
箱
が
、
や
や
小
さ
く

改
修
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、

利
用
し
や
す
い
よ
う
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　

山
村
広
場
の
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
四
月

か
ら
町
外
者
の
有
料
化
が
開
始
さ

れ
、
大
き
な
混
乱
は
な
い
も
の
の
、

適
正
な
運
営
に
努
め
ら
れ
た
い
。

ま
た
、
不
審
者
に
よ
る
施
設
の
い

た
ず
ら
行
為
が
後
を
絶
た
な
い
こ

と
か
ら
、
管
理
面
に
お
い
て
適
正

な
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　

中
学
校
・
体
育
館
・
給
食
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
は
、
施
設
等
に
、

特
に
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
が
、

管
理
運
営
に
万
全
を
期
す
こ
と
を

望
む
。

　

プ
ー
ル
は
、
冬
期
間
に
破
損
し

た
天
窓
の
改
修
後
に
つ
い
て
見
学
。

今
後
も
安
全
管
理
に
努
め
ら
れ
た

い
。

�������������������	
�
（開催日が近くなりましたら町防災無線でお知らせします。）

��������	
�

傍聴席の入り口にある傍聴人名簿に住所と氏名を記入するだけです。

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������																				
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鹿
部
消
防
団
長　

松
本
悦
雄
さ
ん

が
、
平
成
一
七
年
四
月
二
九
日
に
藍

綬
褒
章
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

松
本
さ
ん
は
、
昭
和
三
九
年
七
月
、

鹿
部
消
防
団
に
入
団
し
分
団
長
、
副

団
長
、
そ
し
て
現
鹿
部
消
防
団
長
と

し
て
郷
土
防
災
の
た
め
貢
献
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

　

現
在
も
消
防
団
団
長
と
し
て
、
火

災
及
び
風
水
害
に
際
し
て
は
、
消
防

団
の
指
揮
官
と
し
て
任
務
に
当
た
り

責
任
を
も
っ
て
多
く
の
災
害
に
対
応

し
て
お
し
ま
す
。

　

こ
の
度
の
栄
誉
あ
る
授
章
、
誠
に

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

�
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�
�
�
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�
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「公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に

勤勉し労効顕著なる者」に授与される。１８８２年、潅漑

用水を開通させ荒野を農地に変えて村民生活に貢献し

た大阪府の石田長蔵氏・久保田伊平氏が授与第１号で

ある。戦後は毎年６００人～１０００人が受章している。

���������	
���

防衛庁は、来年採用になる平成１７年度自衛官の採用試験を次の日程で行います。

� � � �　　　　２等陸・海・空士
������　　　１８歳以上２７歳未満
�����　　　　男子　１７年９月９日（金）
　　　　　　　　　女子　１７年９月９日（金）
�����　　　　男子　１７年９月１９日（月）２０日（火）２５日（日）のうち指定する１日
　　　　　　　　　女子　１７年９月２６日（月）

� � � �　　　　一般曹候補学生・曹候補士
������　　　一般曹候補学生　１８歳以上２４歳未満
　　　　　　　　　曹候補士　　　　１８歳以上２７歳未満
�����　　　　１７年９月８日（木）
�����　　　　１７年９月１７日（土）

� � � �　　　　航空学生
������　　　高卒以上（卒業見込みを含む）１８歳以上２１歳未満
�����　　　　１７年９月８日（木）
�����　　　　１７年９月２３日（金）

��������	
�

　役場民生課（�７－２１１１）又は自衛隊函館地方連絡部函館地区隊（�０１３８－５３－６２４１）までお
問合せ下さい。
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��������	（限度額　５２万円）
　　年税額　　　所得割額　　　　＋　　　　資産割額　　　　　　均等割額　　＋　　平等割額
　　　　　（世帯全員の合計所得額）（固定資産税の土地、家屋分）
　　　　　　　　１０．５／１００　　　　　　　　　６５／１００　　　　　　２３，０００円　　　　　２８，０００円

��������	（限度額　８万円）
　　年税額　　　所得割額　　　　＋　　　　資産割額　　　　　　均等割額　　＋　　平等割額
　　　　　（世帯全員の合計所得額）（固定資産税の土地、家屋分）
　　　　　　　　 ０．７／１００　　　　　　　　　５／１００　　　　　　 ５，０００円　　　　　 ４，０００円
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単位：円
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世帯に軽減される額１人につき軽減される額
軽減割合軽減判定基準額

介護納付金分医療給付費分介護納付金分医療給付費分

２，４００１６，８００３，０００１３，８００６割軽減
前年の所得が３３万円以下の
世帯

１，６００１１，２００２，０００９，２００４割軽減
前年の所得が「３３万円＋納
税義務者をのぞく被保険者
×２４万５千円の世帯
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夏
を
元
気
に
乗
り
切
る
に

は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食

生
活
と
リ
ズ
ム
の
あ
る
暮
ら

し
が
大
切
で
す
。
し
か
し
暑

さ
の
た
め
、
お
腹
を
出
し
て

寝
て
冷
や
し
て
し
ま
っ
た
り
、

冷
た
い
飲
み
物
を
飲
み
過
ぎ

た
り
と
、
夏
風
邪
を
こ
じ
ら

せ
て
し
ま
う
方
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
月
は
、
元

気
に
夏
を
乗
り

切
る
た
め
の

「
夏
風
邪
予
防
」

の
ポ
イ
ン
ト
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

夏
風
邪
の
原
因
と
な
る
ア

デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
・
コ
ク
サ
ッ

キ
ー
ウ
イ
ル
ス
は
、
の
ど
や

腸
に
と
り
つ
い
て
発
症
し
、

感
染
す
る
と
発
熱
、
の
ど
の

痛
み
を
伴
い
ま
す
。
冬
の
風

邪
の
ウ
イ
ル
ス
は
「
低
温
で

乾
燥
」
を
好
む
の
に
対
し
て
、

夏
の
風
邪
の
ウ
イ
ル
ス
は

「
高
温
で
湿
気
」
を
好
み
ま

す
。
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�
�
�
�
�
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運
動
や
お
風
呂
で
体
温
を

上
げ
、
本
来
の
新
陳
代
謝
を

取
り
戻
す
事
が
大
切
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�



�
�

　

夏
風
邪
の
菌
は
手
に
つ
い

て
感
染
し
ま
す
。
外
か
ら
帰

っ
た
ら
、
夏
風
邪
予
防
の
た

め
に
も
手
洗
い
・
う
が
い
に

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

ト
マ
ト
・
ナ
ス
・
キ
ュ
ウ

リ
・
ピ
ー
マ
ン
・
と
う
が
ん
・

し
ょ
う
が
・
し
そ
な
ど
夏
野

菜
の
中
に
は
夏
を
涼
し
く
乗

り
越
え
る
た
め
に
必
要
な
ミ

ネ
ラ
ル
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

夏
に
と
れ
る
野
菜
を
上
手
に

と
り
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

室
内
の
温
度
・
湿
度
を
下

げ
る
こ
と
は
、
夏
風
邪
の
ウ

イ
ル
ス
防
止
に
は
効
果
的
で

す
が
エ
ア
コ
ン
の
温
度
の
下

げ
す
ぎ
は
風
邪
発
症
の
原
因

に
な
る
の
で
室
内
の
温
度
を

　

％
程
度
に
保
ち
、
１
日
最

６０

低
２
回
は
部
屋
の
換
気
に
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
免
疫
力
を

高
め
る
働
き
が
あ
り
風
邪
の

予
防
に
最
適
の
ビ
タ
ミ
ン
で
、

活
性
酸
素
か
ら
細
胞
を
守
り
、

疲
れ
を
抑
え
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
、
ス
ト
レ
ス
の
緩
和
に

も
効
果
を
発
揮
し
ま
す
。
風

邪
の
予
防
効
果
に
１
日　
�５００

以
上
は
摂
取
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
肩
が
こ
る
人
、

低
血
圧
の
人
（
血
行
が
悪
い

の
で
抗
体
の
働
き
が
鈍
く
な

る
）ス
ト
レ
ス
の
多
い
人（
ビ

タ
ミ
ン
Ｃ
を
吸
収
し
に
く

い
）
タ
バ
コ
を
１
日　

本
以

１０

上
吸
う
人
（
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
が

破
壊
さ
れ
る
）
食
生
活
が
不

規
則
（
栄
養
不
足
）
睡
眠
不

足
（
回
復
が
遅
い
）
な
ど
は

風
邪
を
引
き
や
す
く
、
治
り

に
く
い
た
め
特
に
意
識
し
て

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
を
と
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

���������	
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　５月２６日（木）におこなわれました３歳児健診で、次のお子さんはむし歯が１本もありませんでした。
　これからも歯みがきを頑張って、むし歯を作らないようにしましょう！

（宮浜）木元　宏耶くん
保護者　木元　貴光さん

（本別）釜澤　学斗くん
保護者　釜澤　幸次さん
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は
、
家
族
の

介
護
休
業
を
取
得
し
た
雇
用
保
険
被

保
険
者
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
介
護
休
業
を
開
始
す
る
時

点
で
、
介
護
休
業
終
了
時
に
離
職
す

る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
方
は
、

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

介
護
休
業
開
始
前
２
年
間
に
、
賃

金
の
支
払
い
が
あ
っ
た
日
が　

日
以

１１

上
あ
る
月
が　

ヶ
月
以
上
必
要
で
す
。

１２

　

対
象
と
な
る
家
族
の
範
囲
は
、
被

保
険
者
の
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配

偶
者
の
父
母
又
は
被
保
険
者
が
同
居

し
か
つ
扶
養
し
て
い
る
被
保
険
者
の

祖
父
母
、
兄
、
弟
姉
妹
、
孫
の
い
ず

れ
か
で
す
。

　

介
護
休
業
給
付
金
は
休
業
開
始
前

の
賃
金
の　

％
相
当
額
が
支
給
さ
れ

４０

ま
す
。

　

支
給
対
象
者
と
な
る
一
人
の
家
族

に
つ
き　

日
の
介
護
休
業
が
（
連
続

９３

で
は
３
ヶ
月
間
）
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

介
護
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け

る
た
め
に
は
、
事
業
主
の
方
が
、
介

護
休
業
を
終
了
し
て
か
ら
「
休
業
開

始
時
賃
金
付
き
額
証
明
書
」
等
を
事

業
主
の
所
在
地
を
所
管
と
す
る
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
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は
、
１
歳

（
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
実
施
が

行
わ
れ
な
い
等
の
場
合
は
１
歳
６
ヶ

月
）
未
満
の
子
を
養
育
す
る
た
め
育

児
休
業
を
行
い
、
育
児
休
業
終
了
後

に
職
場
復
帰
す
る
予
定
の
雇
用
保
険

被
保
険
者
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

育
児
休
業
開
始
前
２
年
前
に
、
賃

金
の
支
払
い
が
あ
っ
た
日
が　

日
以

１１

上
あ
る
月
が　

ヶ
月
以
上
必
要
で
す
。

１２

　

育
児
休
業
給
付
金
は
、
休
業
開
始

前
の
賃
金
の　

％
（
育
児
休
業
期
間

４０

中
に　

％
、
職
場
復
帰
後
６
ヶ
月
経

３０

過
後
に　

％
）
相
当
額
が
支
給
さ
れ

１０

ま
す
。

　

育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け

る
た
め
に
は
、
事
業
主
の
方
が
、
育

児
休
業
を
開
始
し
た
日
の
翌
月
か
ら

　

日
以
内
に
「
休
業
開
始
時
賃
金
月

１０額
証
明
書
」
等
を
事
業
主
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館

　
�
０
１
３
８－

２
６－

０
７
３
５

　

最
近
、
住
む
人
や
働
く
人
が
減
っ
た
り
、

外
交
に
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
が
で

き
た
り
し
て
、
中
心
市
街
地
の
元
気
が
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
ま
す
。

ま
ち
の
「
顔
」
で
あ
る
中
心
市
街
地
を
元
気

に
す
る
た
め
に
、
全
国
各
地
で
、
建
物
や
道

を
き
れ
い
に
し
た
り
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
り

と
、
み
ん
な
力
を
合
せ
て
色
々
な
取
組
み
を

し
て
い
ま
す
。
中
心
市
街
地
が
魅
力
的
に
な

れ
ば
、
再
び
人
が
集
ま
り
賑
わ
い
、
そ
し
て

元
気
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
、
お
年
寄
り

も
歩
い
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、

「
賑
わ
い
ま
ち
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
合
い

言
葉
を
募
集
し
ま
す
。

�
　

一
般
の
部　

国
土
交
通
大
臣
賞　

賞
状

と
副
賞
（
５
万
円
）
児
童
・
生
徒
の
部　

国

土
交
通
大
臣
賞　

賞
状
と
副
賞
（
３
万
円
相

当
の
図
書
券
）
な
ど

�
�
�
�
　

ハ
ガ
キ
に
よ
る
募
集
に
限
り
ま

す
。
一
人
何
点
で
も
応
募
で
き
ま
す
が
、
ハ

ガ
キ
１
枚
に
つ
き
作
品
は
１
点
限
り
と
し
ま

す
。
住
所
・
電
話
番
号
・
申
込
者
全
員
の
氏

名
・
年
齢
・
職
業
（
学
生
）
を
記
入
し
て
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
　
　

月　

日
（
当
日
消
印
有
効
）

１２

３１

�
�
�
　

〒
１
０
２－

０
０
９
４

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
３－

　
３２

�
�
�
�
　

都
市
計
画
協
会
内

ま
ち
づ
く
り
月
間
実
行
委
員
会
標
語
募
集
係

　
　
　
　
�
０
３
（
３
２
６
２
）
３
４
９
１

�
�
�
�
�
�
�
�
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��������� （１４）

物損事故（件）傷者数（人）死者数（人）発生件数（件）

増減
Ｈ１６
５月

Ｈ１７
５月

増減
Ｈ１６
５月

Ｈ１７
５月

増減
Ｈ１６
５月

Ｈ１７
５月

増減
Ｈ１６
５月

Ｈ１７
５月

－２２５３３１－３１３１０±０００－２９７森警察署管内

＋１４５＋４０４±０００＋３０３鹿 部 町 内

��������	
������

○現在、スピードダウン・キャンペーン実施中です。
・交通事故の原因は、スピードに起因するものが半数を占めています。
・スピードダウンで「ゆとりを持った運転」をお願いします。
・シートベルトは自分の命を守るためのものです。
・シートベルトは必ず着用しましょう。

���������	
�������������

街　頭　犯　罪侵入犯罪窃盗発生件数全刑法犯
認知件数（件）

　　　　罪種

管内　　　　

自動車盗（増減）車上狙い（件）侵入窃盗（件）侵入・非侵入窃盗

増減
Ｈ１６
５月

Ｈ１７
５月

増減
Ｈ１６
５月

Ｈ１７
５月

増減
Ｈ１６
５月

Ｈ１７
５月

増減
Ｈ１６
５月

Ｈ１７
５月

増減
Ｈ１６
５月

Ｈ１７
５月

＋４０４＋１０１－３９６＋５１８２３＋８２０２８森警察署管内

＋２０２±０００－１４３＋２４６＋５４９鹿部町内

��������	
����

　森警察署管内では今年、減少傾向にあった刑法犯認知件数が５月に入り、侵入盗犯、自動車盗が多発し
たことから、前年比＋８件と大幅に増加しました。
　また、被害の原因を確認しますと、無施錠で被害にあっているのがほとんどです。
　みなさんも住宅、自動車の施錠に心がけ、これからも犯罪のないまちづくりをしていきましょう。
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���������（１５）
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��������������が支給されます。
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������　額面４０万円、１０年償還の記名国債
������　平成１７年４月１日から平成２０年３月３１日まで
������　役場民生課福祉係　�７－２１１１（内線４２）

��������	
���������������
　北海道障害者職業能力開発校では、平成１８年度の入校希望者を対象に障害の程度や能力に応じた
訓練科目が選択できるよう、次により相談を行っておりますのでお気軽におこし下さい。

��������	��
�
　　　北海道障害者職業能力開発校
　　　　〒０７３－０１１５　砂川市焼山６０番地
　　　　ＴＥＬ（０１２５）５２－２７７４
　　　　ＦＡＸ（０１２５）５２－９１７７
　　　　※相談を希望される方は、事前に電話かＦＡＸで申込ください。

���������
　　　平成１７年７月１日（金）～平成１８年２月２４日（金）まで
　　　午前９時３０分～午後３時まで（土・日曜日・祝日及び夏期休暇・冬期休暇を除く）

��������
　　　相談を受けられる方は、障害者手帳、療育手帳、又は障害を確認できる書類を持参して下さい。

���������
　　　情報ビジネス科　プログラム設計科　プリントメディア科　家具工芸科　ＣＡＤ機械科
　　　建築設計科　ショップマネジメント科　被服縫製科　被服縫製科作業実務コース

�������
　　　参加手当及び交通費の支給はありません。
　　　宿泊を希望される方は、寄宿舎を利用できます。（実費負担）
　　　詳しくは、北海道障害者職業能力開発校又は最寄りの公共職業安定所へお問合せ下さい。
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川　

村　

秀　

次
さ
ん

山　

口　

清　

美
さ
ん ��

�
八
二
歳

四
七
歳 �

�鹿
部

本
別

�
�
�
�

�
�
�
�
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�
�

�����

平成１７年６月３０日現在
（　　）は前月比です

世帯数　１，７７８世帯（＋５）
　男　　２，３９１ 人 （＋４）
　女　　２，４９０ 人 （－２）
　計　　４，８８１ 人 （＋２）

●６５歳以上の人口 １，０５４人
　高齢化率　　　　２１．６％
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